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Ｊ
Ａ
菊
池
会
場
で
申
告
す
る
場
合
は
、

菊
池
税
務
署
に
駐
車
し
て
く
だ
さ
い

（
会
場
に
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
）。

問
菊
池
税
務
署　
☎
０
９
６
８（
２
５
）２
１
２
１

所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す

申
告
相
談
会
場

❶
Ｊ
Ａ
菊
池　
菊
池
中
央
支
所

❷
火
の
国
ハ
イ
ツ

※
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
の
提
出
の
み
の

場
合
は
、
菊
池
税
務
署
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。
な
お
、
税
務
署
内
で
は
検
算
・

相
談
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
。

　
菊
陽
町
役
場
で
の
申
告
相
談
日
程
は
、

２
月
号
の
広
報
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
は
申
告
す
る

人
ご
と
に
異
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◦
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
持
っ
て
い
な
い
人
は
「
通
知
カ
ー
ド
」

「
身
元
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）」

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書

◦
医
療
費
の
領
収
書

◦
各
種
保
険
料
の
控
除
証
明
書

◦
社
会
保
険
料（
国
保
・
社
保
・
国
民
年

金
な
ど
）の
金
額
が
確
認
で
き
る
書
類

◦
収
支
内
訳
書
、
青
色
申
告
決
算
書

◦
そ
の
他
、
収
入
・
控
除
対
象
額
な
ど
が

分
か
る
書
類

※
熊
本
地
震
に
関
係
す
る
雑
損
控
除
の
申

告
を
す
る
場
合
、
下
表
の
書
類
な
ど
が

必
要
で
す
。

■
そ
の
他

確
定
申
告
、
雑
損
控
除
に
つ
い
て
ご
不

明
な
点
が
あ
れ
ば
、
菊
池
税
務
署
ま
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

２
月
か
ら
平
成
29
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
申
告
期
限
近
く
に
な
る

と
会
場
が
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め
の
準
備
と
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

平成29年分に
繰越損失がある人 ◦平成28年分の確定申告書の控え

平成28年分の
損失額が変更となる人

◦平成28年分の確定申告書の控え
◦変更となる損失額などが分かる書類

平成28年分の申告が
お済みでない人

◦り災証明書
◦家屋、家財、車両などの取得時期と取得価格が分かるもの
（取得価格が不明な場合は、家屋の床面積・築年数・構造などが確認できる書類（売買契約書など））
◦家屋、土地の所有者が分かるもの（登記簿謄本など）
◦修繕費、取り壊し費用、除去費用が分かるもの（領収書、請求書など）
◦受領した保険金、補助金の金額が分かるもの（支払通知書、通帳の写しなど）
◦（家財などの被害額の案分計算のため）生計を一にする親族で所得金額が38万円超の人がいる場
合、その人の平成28年分の所得金額の分かるもの（該当者の申告書の控え、源泉徴収票など）

申告相談会場 期間・受付時間

①ＪＡ菊池
　菊池中央支所
2階会議室

２月１日㈭～３月15日㈭　
午前９時～午後４時

※土・日・祝日除く。
※火の国ハイツに限り、２月
18日㈰、25日㈰も開設し
ます。

②火の国ハイツ
2階

確定申告には申告する人の
マイナンバーが必要です！

菊池市
生涯学習センター

菊池川菊池川

菊池警察署  菊池
市役所 

菊池市　
文化会館 

隈府小学校 

● ● 

● 

● 

● 

● 

● 

菊池南中学校 ● 

● 
国道387号線

国
道
３
２
５
号
線

菊池郵便局
至菊池渓谷至熊本

栄町バス停

立町バス停
ＪＡ菊池 菊池中央支所２階

【申告相談会場】

菊池税務署
【駐車場】

問
総
務
課　
総
務
法
制
係　
☎（
２
３
２
）２
１
１
１

皆
さ
ん
の
知
識
と
経
験
を

町
の
政
策
に
生
か
し
ま
せ
ん
か

政
策
提
案
を
募
集
し
ま
す

　
町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
知
識
や
経

験
を
生
か
し
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
政
策
を
提
案
で
き
る
「
政
策
提
案

手
続
」
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　
町
は
、
提
出
さ
れ
た
提
案
が
有
効
か
ど

う
か
な
ど
を
検
討
し
、
提
案
の
採
用
ま
た

は
不
採
用
を
決
定
し
ま
す
。
採
用
と
決
定

し
た
場
合
、
政
策
な
ど
の
立
案
を
行
い
、

実
現
に
向
け
て
具
体
的
な
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

■
募
集
期
間

１
月
４
日
㈭
～
31
日
㈬

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

■
提
出
書
類

❶
政
策
提
案
書　
❷
政
策
提
案
者
署
名
簿

❸
そ
の
他
、
提
案
に
関
係
す
る
資
料
な
ど

※
❶
❷
は
、
専
用
の
様
式
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
様
式
は
総
務
課
・
西
部
支
所

で
お
渡
し
し
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
提
出
方
法　

　
総
務
課
へ
持
参

■
注
意
事
項

◦
提
出
す
る
場
合
は
、
手
続
き
な
ど
に
つ

い
て
詳
し
く
説
明
し
ま
す
の
で
、
事
前

に
総
務
課
総
務
法
制
係
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

◦
提
案
は
、
原
則
と
し
て
町
の
総
合
計
画

に
沿
っ
た
内
容
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

◦
政
策
提
案
者
署
名
簿
に
は
、
満
18
歳
以

上
の
町
民
50
人
以
上
の
署
名
が
必
要
で

す
。

※｢

町
民｣

と
は
、
町
内
に
住
所
が
あ
る
人
、

町
内
に
通
勤
通
学
を
し
て
い
る
人
、
町

内
に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ
る
、
ま
た

は
町
内
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
な
ど
を

行
っ
て
い
る
個
人
・
団
体
を
い
い
ま
す
。

思いを
カタチに

被災者生活再建支援金（基礎支援金）の
申請はお済みですか

■必要書類
❶基礎支援金
り災証明書、住民票の写し（続柄記載のもの）、世帯主
の預金通帳、解体証明書（解体の場合のみ）
❷加算支援金
契約書の写し

■申請期限
❶基礎支援金　平成30年５月11日㈮
❷加算支援金　平成31年５月13日㈪
■備考
◦基礎支援金の申請を行わず、加算支援金の申請を行う
ことはできません。
◦基礎支援金の大規模半壊区分で申請した後に解体した
場合、差額分の申請ができます。

❶基礎支援金

❷加算支援金

■申し込み・問い合わせ
福祉課　地域福祉係　
☎（232）4913

平成28年熊本地震で、居住していた家屋が全壊や大規模半壊
の判定を受けた世帯、または半壊以上の判定を受け家屋を解体
した世帯を対象に、生活再建支援金が支給されます。

区分 複数世帯 単数世帯
全壊 100万円 75万円
解体（半壊・敷地被害） 100万円 75万円
長期避難 100万円 75万円
大規模半壊 50万円 37.5万円

区分 複数世帯 単数世帯
建設・購入 200万円 150万円
補修 100万円 75万円
賃貸住宅（公営住宅を除く） 50万円 37.5万円

■熊本地震に関係する雑損控除の申告に必要な書類
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